
弘前市移住応援企業認定制度実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、首都圏等をはじめとした他地域からの移住のほか、観光又は二地域

居住といった交流の促進による、地域の活性化（以下「移住及び交流の促進等」という。）

に積極的に取り組む企業等を市長が認定し、当該企業等が社会的に評価される仕組みを

つくることにより、企業等の自主的な取組を促し、もって地域における移住促進の機運

を醸成することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「企業等」とは、個人事業主または市内に本社又は主たる事業

所があり、常時雇用する労働者を有して事業活動を行うものをいう。ただし、以下に該

当するものを除く。 

 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122号）で風

俗営業と規定される業種 

 (2) 消費者金融 

 (3) 債権取り立て、示談引き受けなどをうたったもの  

 (4) 政治・宗教団体 

 (5) 民事再生法及び会社更生法による再生手続き中の事業者 

 (6) 各種法令に違反しているもの 

 (7) 法人市民税、固定資産税又は軽自動車税を滞納しているもの 

 (8) 暴力団及び暴力団と関連する団体等 

 (9) その他市長が適当でないと認めるもの  

（認定制度） 

第３条 市長は、移住及び交流の促進等に積極的に取り組んでおり、かつ今後も継続して

取り組むと認められる企業等を、弘前市移住応援企業（以下「認定企業」という。）とし

て認定する。 

（申請） 

第４条 前条の認定を受けようとする企業等は、弘前市移住応援企業認定申請書（様式第

１号）に、以下の書類を添付し、市長に申請しなければならない。 

 (1) 弘前市移住応援企業宣言シート（様式第２号） 

(2) 弘前市移住応援企業宣言シート（様式第２号）に記載した実績、取り組み等が確認

できる資料 

（認定） 

第５条 市長は、前条の申請があった時は、別表に定める弘前市移住応援企業認定基準（以

下「認定基準」という。）に照らしてその内容を審査し、認定の可否を決定する。 

２ 市長は、前項の規定により認定の可否を決定したときは、その結果を公表するものと



する。 

３ 市長は、必要に応じて企業等に対して聞き取り調査又は現地調査を実施し、申請内容

の確認を行うことができる。 

４ 市長は、認定企業として認定を行った時は、当該申請を行ったものに対し、弘前市移

住応援企業認定証（様式第３号）を交付し、認定を行わなかったときは、当該申請を行

ったものに対し、その旨を通知する。 

（認定期間） 

第６条 認定期間は、２年以内とする。 

（再認定） 

第７条 前条の認定期間を経過した後に再び第３条の規定による認定を受けようとする企

業等は、市長に再認定の申請をしなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、前回の申請時に

満たしていた認定基準を満たしていることに加え、次の各号のいずれかに該当すると認

めたときは、当該申請に係る事業所の認定期間を更新するものとする。 

(1) 前回の申請時に取組んでいなかった選択項目（弘前市移住応援企業宣言シート（様

式第２号）に定める選択項目をいう。以下次号において同じ。）に取組んでいること。 

前回の申請時に満たしていた認定要件に加え、それ以外の認定要件を満たしているこ

と。 

(2) 前回の申請時に満たしていた必須項目（弘前市移住応援企業宣言シート（様式第２

号）に定める必須項目をいう。）又は選択項目について、前回よりも移住促進に寄与す

る取組を進めていること。 

３ 第４条及び第５条第２項から第４項までの規定は、第１項の規定による認定の更新に

ついて準用する。 

（公表、支援等） 

第８条 市長は、認定企業について広く市民に周知するため、市の広報媒体への記載その

他の方法により広く公表するものとする。 

（認定マークの使用） 

第９条 認定企業は認定マーク（別図）を印刷物等に掲載できるものとする。 

２ 前項の規定により掲載するときは、認定企業は遅滞なく認定マーク掲載届出書（様式

第４条）により、市長に届け出なければならない。 

（取り組み状況の報告） 

第１０条 認定企業は、認定期間が満了したときは、その満了した日の属する月の翌月末

までに、その取組状況を弘前市移住応援企業取組状況報告書（様式第５号）により、市

長に届け出なければならない。 

 

 



（認定の取り消し） 

第１１条 市長は次のいずれかに該当する場合には、認定を取り消すことができる。 

 (1) 認定企業が、認定基準を満たさなくなったとき。 

 (2) 認定企業が、虚偽の内容により認定申請を行う等不正の手段によって認定を受けた

とき。 

（変更の届出） 

第１２条 認定企業は、次に掲げる事項に変更があった場合は、当該変更が生じた日から

３０日以内に、弘前市移住応援企業変更届出書（様式第６号）により、市長に届け出な

ければならない。 

 (1) 企業等の名称 

 (2) 代表者氏名 

 (3) 本社又は主たる事業所の所在地 

（認定の辞退） 

第１３条 認定企業は、認定基準を満たさなくなったとき又は認定継続の意思を失った時

は、速やかに弘前市移住応援企業辞退届出書（様式第７号）により、市長に届け出なけ

ればならない。 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年７月３１日より施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

 

  



 

別表 弘前市移住応援企業認定基準 

要  件 

弘前市移住応援企業宣言シート（様式第２号）のうち、必須項目が取組済みであるこ

と、かつ選択項目のうちいずれか１項目以上が取組済みであること。 

 

 

別図 認定マーク 

 



様式第１号（第４条関係） 

弘前市移住応援企業認定申請書（新規・再認定） 

平成  年  月  日 

 

弘 前 市 長 宛 

 

申請者 

企業等の名称               

代表者氏名              ㊞ 

 

弘前市移住応援企業認定制度実施要綱第４条に基づき、移住応援企業の認定について申請

します。 

なお、法人市民税、固定資産税及び軽自動車税の納入状況等、市が有する情報のうち、  

認定の審査に必要なものについて閲覧することに同意します。 

所在地 形態 

 ・本社、本店 

 ・支店等 

業種／主な事業内容 市内にある複数の支店

を代表して申請し、併せ

て他の支店の認定も希

望する場合に☑を記

入。 

☐ 

担当者 

所属                   

氏名                   

電話番号 

E メール 

添付書類 

・弘前市移住応援企業宣言シート（様式第２号） 

・その他、弘前市移住応援企業宣言シート（様式第２号）に記載した実績や取組が確認 

できる資料など 

備考 

市内に複数の支店等がある場合で、代表する支店として申請し、他の支店の認定も併せて希

望する場合は、別紙に他の支店の名称及び所在地を記入し添付すること。 



様式第２号（第４条関係） 

弘前市移住応援企業宣言シート 

 

私は、企業等の代表として（支店等の代表者として）、このシートに記載したとおり、弘

前市への移住・交流を応援する取組を実施し、また今後より一層推進することを宣言します。 

 

 

 

企業名                        

 

代表者署名                 ㊞ 

 

≪企業等における移住・交流応援に関する取組≫ 

認定基準項目 
取組 
済み 

取組 
予定 

取組内容とその状況等 

必
須
項
目 

(1) 
移住・交流の促進に係る情報発
信・プロモーション活動について 

☐ ☐ 

 

選

択

項

目 

(2) 
自らの企業等における移住・交流
受入体制づくりの活動について 

☐ ☐  

(3) 
地域における移住・交流受入体制づ
くりの活動について 

☐ ☐  

(4) 
移住・交流を促進する、又は移住・
交流を活用したビジネスの創出及び
活性化に向けた活動について 

☐ ☐  

(5) 
市が実施する移住・交流を促進する
事業と連携する活動について 

☐ ☐  

※ 「代表者署名欄」には、必ず代表者が自署し、代表者印を押印してください。 
※ 各項目で既に取り組んでいる場合には「取組済み」に、今後１年の間に取り組む予定が
あれば「取組予定」にそれぞれチェックしてください。 

※ 取組済みの項目については、その内容が分かる資料を必ず添付してください。 
※ 「取組内容とその状況等」欄には、具体的な取組内容とその取組に関する過去２年程度
の状況を記入してください。 

※ 「取組内容とその状況等」欄に記入しきれない場合は、別紙としてください。 
※ 当該シートに記載されている内容は、市の広報媒体等を活用し広く公表しますので、Ｐ
Ｒしたい取組があれば積極的に記入してください。 

★認定要件 必須項目が実施され、かつ選択項目のうち、1項目以上が実施されていること。



様式第３号（第５条第４項関係） 

弘前市移住応援企業認定証 
 

 

 

企業等の名称              

代表者氏名               

 

 弘前市移住応援企業認定制度実施要綱第５条

第４項の規定により、弘前市移住応援企業とし

て認定します。 

 

認定番号  第    号 

 

認定期間  平成  年  月  日から 

      平成  年  月  日まで 

 

 

 

平成  年  月  日 

弘前市長   



 

様式第４号（第９条第２項関係） 

認定マーク掲載届出書 

平成  年  月  日 

 

 

弘 前 市 長 宛 

 

所在地                  

企業等の名称               

代表者氏名              ㊞ 

 

弘前市移住応援企業認定制度に係る認定マークを使用するため、弘前市移住応援企業認

定制度実施要綱第９条第２項の規定に基づき、届出します。 

 

認定番号            号 認定年月日  平成  年  月  日 

掲載するものの名称  （例）職員採用パンフレット、名刺など 

ウェブサイトに掲載するときは、そのＵＲＬ 

担当者 

所属                 

氏名                 

電話番号 

E メール 

添付書類 

・認定マークを使用する印刷物等の見本 

 



 

様式第５号（第１０条関係） 

弘前市移住応援企業取組状況報告書 

平成  年  月  日  

弘 前 市 長 宛 

所在地                  

企業等の名称               

代表者氏名              ㊞ 

 

弘前市移住応援企業認定制度実施要綱第１０条の規定に基づき、移住及び交流の促進等に関する取組

について、下記のとおり報告します。 

認定番号 第     号 認定年月日 平成  年  月  日 

○移住・交流の促進に係る情報発信・プロモーション活動について 

取組実績 

 

 

○自らの企業等における移住・交流受入体制づくりの活動について 

取組実績 

 

 

○地域における移住・交流受入体制づくりの活動について 

取組実績 

 

 

○移住・交流を促進する、又は移住・交流を活用したビジネスの創出及び活性化に向けた活動について 

取組実績 

 

 

○市が実施する移住・交流を促進する事業と連携する活動について 

取組実績 

 

 

備考 ・弘前市移住応援企業に認定された日以降２年間の状況について記載すること。 

・取組内容が確認できる書類・資料を提出すること。 

・記入する欄が足りない場合は、別紙とすること。 



 

様式第６号（第１２条関係） 

弘前市移住応援企業変更届出書 

平成  年  月  日 

 

 

弘 前 市 長 宛 

 

所在地                  

企業等の名称               

代表者氏名              ㊞ 

 

弘前市移住応援企業認定制度実施要綱第１２条の規定に基づき、下記のとおり届出しま

す。 

 

認定番号 号 認定年月日 平成  年  月  日 

変更事項 変更前 変更後 

企業等の名称 

  

代表者名 

  

本社又は主たる

事業所の所在地 

  

担当者 

所属                 

氏名                 

電話番号 

E メール 

留意事項 

 ・変更が生じた日から３０日以内に届出すること。 

・変更事項を証明する書類を提出すること。 

 



 

様式第７号（第１３条関係） 

弘前市移住応援企業辞退届出書 

平成  年  月  日 

 

 

弘 前 市 長 宛 

 

所在地                  

企業等の名称               

代表者氏名              ㊞ 

 

弘前市移住応援企業の認定を辞退するため、弘前市移住応援企業認定制度実施要綱 

 第１３条の規定に基づき、認定証を添えて下記のとおり届出します。 

 

記 

 

認定番号 第  号 認定年月日 平成  年  月  日 

認定期間 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

辞退理由 

 

担当者 

所属                 

氏名                 

電話番号 

E メール 

 


